
▶  記載のないものは無料・申し込み不要　▶ ウェブサイトが見られない人など、詳しくは担当課までお問い合わせください。

給与所得者異動届出書
市民税課
　229-3130　　229-3331

　給与支払報告書を提出した人や、現
在給与から市民税・県民税・森林環境
税を特別徴収している人が、４月１日
時点で退職や転勤などにより給与の支
払いを受けなくなった場合は、４月
15日(水)までに「給与支払報告・特別
徴収に係る給与所得者異動届出書」の
提出が必要です。提出がないと、納入
された金額と市の台帳の金額が一致せ
ず、従業員への納税通知書が発行され
ません。　
※届出書は市ウェブサイトからもダウ
ンロード可

　高齢者の皆さんを敬愛し長寿を祝
うため、各地区社会福祉協議会が主
体となり、毎年、敬老事業を実施し
ています。実施に当たっては、来年
３月31日時点で75歳以上の人の住
所、氏名(ふりがな)を記載した名簿
を作成します。
　名簿への掲載を希望しない場合
は、４月23日(木)までに高齢福祉課
へご連絡ください。その場合、敬老
事業の案内や記念品などは届きませ
んのでご了承ください。
※名簿の情報は、本敬老事業でのみ
使用します。

敬老事業の名簿への
掲載希望の確認
高齢福祉課
　229-3156　　229-3334
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男女共同参画のための法律相談
　５月14日(木)、６月11日(木)、７
月９日(木)、８月13日(木)
　※１人30分、時間指定不可
　抽選４人
　各相談日の前週水曜日
カウンセラー相談
　毎週火曜日(第５火曜日・祝日を
除く)・第３金曜日　※１人50分
※申し込み方法など、詳しくはお問
い合わせください。

男女共同参画に係る
相談事業
男女共同参画室
　229-3103　　229-3366
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